
意見書案第８号 

 

新たな森林管理システムの早期構築を求める意見書 

 

日本の国土の３分の２を占める森林のうち、およそ４割は人工林であり、その人

口林の半数以上について、本格的な利用期間を迎えている。しかし、林野庁の調査

によると、森林資源として利用可能なその人工林のうち、原木として利用されてい

るのは、平成２７年時点で４割にも満たないことが明らかになっている。 

これは、わが国の森林所有者のおよそ９割の所有面積が１０ヘクタール未満と小

規模であるのと同時に、森林所有者のおよそ８割において森林を活用した経営への

意欲が低いために、林業経営者の７割が事業拡大の意欲を持ちながら、そのための

事業地である森林の確保が困難となっていることが主な要因である。これを解消す

るためには、林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図り、ともに推進

する、新たな森林管理システムを早期に構築する必要がある。 

よって、政府においては、下記の事項を実施するよう強く要望する。 

 

記 

 

１ 森林所有者に適切な森林管理を促すため、森林管理の責務を明確化すること。 

２ 森林所有者が森林を管理できない場合に、市町村が森林管理の委託を受け、意

欲と能力のある林業経営者に再委託する仕組みを設けること。 

３ 再委託できない森林や再委託されるまでの森林は、市町村が管理できるように

するとともに、再委託を進めるために、高性能林業機械の導入や、伐採から再造

林までの一貫作業システムの普及を図ること。 

４ 市町村が主体となった森林整備を促進するため、林務担当者の育成・確保を図

るとともに、国による技術支援等の施策のさらなる拡充を図ること。 

５ 市町村の林業行政に係る専門的知識を習得した人材の育成・確保など、市町村

の体制強化に向けた施策の拡充を図ること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 

平成３０年（２０１８年）３月２９日 
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